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 25 健医送第 7668 号 

令和８年２月４日 

 
江戸川区国民健康保険事業の 
運営に関する協議会 殿 

  

                江戸川区長  斉 藤   猛     
 

 

江戸川区国民健康保険事業の運営に関する協議会規則の規定による 

諮問について（諮問） 

 

江戸川区国民健康保険事業の運営に関する協議会規則（昭和35年１月13日規則第１号）

第２条の規定に基づき、下記の事項について貴会の意見を求めます。 
 
 

記 

 

 

第１号 江戸川区国民健康保険条例の一部改正について 

 子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、（１）保険料率、（２）賦課限度額、（４）

国民健康保険料被保険者均等割額の減額に関する規定等子ども・子育て支援納付金に

係る規定を新設する。 

［諮問理由］ 
    少子化対策の抜本的強化に当たり、国の取組として、全世代の国民が広く加入し 

ている公的医療保険制度の保険者が従来分の医療保険料と合わせて支援金を拠出す 

ることとした子ども・子育て支援法、国民健康保険法、国民健康保険法施行令の改 

正に伴い、改正後の内容に合わせた規定にする必要があるため（第 14 条の２、第 14 

条の３、第 16 条の６から第 16 条の 10、第 18 条の２、第 19 条の２、第 19 条の４ 

から第 19 条の６）。 

 

（１）国民健康保険料の保険料率に関する規定の改正 

［諮問内容］ 

国民健康保険料の所得割料率及び被保険者均等割額の一部を次のとおり改正する。 

① 被保険者に係る基礎賦課額の保険料率（第 15 条の４） 

所得割料率  ７．８３／１００ 
均等割額    ４８，９００円 

② 被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率（第 15 条の 12） 

所得割料率  ２．８４／１００ 



2 

③ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率（第 16 条の９） 
所得割料率  ０．２７／１００ 
均等割額     １，７８０円 
１８歳以上均等割額   ９０円 
賦課割合 
 所得割     ５４／１００ 
 均等割     ４６／１００ 

［諮問理由］ 
国民健康保険事業費納付金（基礎分、後期高齢者支援金等分及び子ども・子育て 

支援納付金分）等に見合う適正な保険料を確保するために、保険料率等を変更及び規 
定する必要があるため。 
 

（２）国民健康保険料賦課限度額に関する規定の改正 

［諮問内容］ 

国民健康保険料の賦課限度額の一部を次のとおり改正する。 

① 基礎賦課限度額（第 15 条の８） 

     賦課限度額   ６７万円 

  ② 子ども・子育て支援納付金賦課限度額（第 16 条の 10） 

     賦課限度額   ３万円 

［諮問理由］ 

国民健康保険法施行令の改正に伴い、改正後の内容に合わせて賦課限度額を変更 

  及び規定する必要があるため。 
 

（３）国民健康保険料被保険者均等割額の軽減基準の改正（第 19 条の２） 

［諮問内容］ 

被保険者均等割額の減額措置対象となる軽減基準の一部を次のとおり改正する。 

・被保険者均等割額の軽減基準 

①  ５割減額の判定所得額 

４３万円＋(給与所得者等の数－１)×１０万円＋３１万円×被保険者数 

②  ２割減額の判定所得額 

４３万円＋(給与所得者等の数－１)×１０万円＋５７万円×被保険者数 

［諮問理由］ 

国民健康保険法施行令の改正に伴い、改正後の内容に合わせて減額措置対象とな 

る軽減基準を変更する必要があるため。 

 

（４）国民健康保険料被保険者均等割額の減額に関する規定の改正 

① 低所得者の被保険者均等割額の減額に関する規定の改正（第 19 条の２） 

［諮問内容］ 

被保険者均等割額の減額対象となる減額する額を次のとおり改正する。 
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・被保険者均等割額から減額する額 

ア  基礎賦課額 

７割減額       ３４，２３０円 

５割減額       ２４，４５０円 

２割減額        ９，７８０円 

     イ 子ども・子育て支援納付金賦課額 

７割減額        １，２４６円 

５割減額          ８９０円 

２割減額          ３５６円 
     ウ 子ども・子育て支援納付金賦課額［１８歳以上］ 

７割減額           ６３円 

５割減額           ４５円 

２割減額           １８円 
［諮問理由］ 

被保険者均等割額の改正に伴い、被保険者均等割額から減額する額を変更及び規 

定する必要があるため。 

 

② 未就学児の被保険者均等割額の減額に関する規定の改正（第 19 条の４） 

［諮問内容］ 
６歳に達する日以後の最初の３月 31 日以前である被保険者（以下「未就学児」と

いう。）の被保険者均等割額から減額する額を次のとおり改正する。 

・未就学児の被保険者均等割額から減額する額 

ア  基礎賦課額 

   ７割減額世帯      ７，３３５円 

５割減額世帯     １２，２２５円 

２割減額世帯     １９，５６０円 
上記以外の世帯    ２４，４５０円 

     イ 子ども・子育て支援納付金賦課額 

   ７割減額世帯        ２６７円 

５割減額世帯        ４４５円 

２割減額世帯        ７１２円 
上記以外の世帯       ８９０円 

  ［諮問理由］ 

被保険者均等割額の改正に伴い、未就学児の被保険者均等割額から減額する額を

変更及び規定する必要があるため。 
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③ 18 歳未満被保険者の被保険者均等割額の減額に関する規定（第 19 条の６） 

［諮問内容］ 
18歳に達する日以後の最初の３月31日以前である被保険者（18歳未満被保険者）

の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の 10 割減額措置を行う。 

［諮問理由］ 

子育て世帯を支援するという子ども・子育て支援金制度の趣旨に沿って、子育て

世帯の経済的負担軽減の観点から、18 歳未満被保険者の被保険者均等割額を 10 割

軽減する規定をする必要があるため。 

 


